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第８期 第４回「中央区自立支援協議会」議事要旨 

 

１ 日 時 令和７年５月１３日（火） 午後６時３０分から午後７時３０分まで 

 

２ 会 場 中央区役所本庁舎 ８階 大会議室 

 

３ 議 事 

    障害者（児）等実態調査について（資料１） 

     （資料１－１）中央区障害者計画【調査票新旧対照表】 

     （資料１－２）①中央区身体障害者・難病患者実態調査票（案） 

     （資料１－３）②中央区知的障害者実態調査票（案） 

     （資料１－４）③中央区精神障害者保健福祉に関する実態調査票（案） 

     （資料１－５）④中央区子どもの育ちや発達の相談に関する実態調査票（案） 

     （資料１－６）⑤中央区障害福祉サービス事業所調査概要・調査票（案） 

報告事項 

「第２５回夏季デフリンピック競技大会 東京２０２５」開催を契機とした手話に 

関する普及啓発の取組について（資料２） 

４ 出席者 

委 員 １５名 

是枝会長、、田野委員、戸所委員、草川委員、前場委員、室田委員、箱守委員、小笠原委員、佐

藤委員、田村委員、丸物委員、井上委員、大久保委員、河合委員、北澤委員 

 

事務局 １１名 

岸障害者福祉課長、木曽福祉センター所長(子ども発達支援センター所長兼務)、橋本障害者福

祉係長、龍相談支援係長、相崎給付指導係長、栗原管理係長、山口支援係長、小山発達支援係

長、田久保障害者福祉係主任、相川障害者福祉係主任、森田発達支援係主任 

 

傍聴人５名 

 

５ 要旨 

(1) 障害者（児）等実態調査について 

（岸障害者福祉課長及び木曽福祉センター所長(子ども発達支援センター所長兼務)より説明） 

（資料１－１）中央区障害者計画【調査票新旧対照表】 

（資料１－２）①中央区身体障害者・難病患者実態調査票（案） 

（資料１－３）②中央区知的障害者実態調査票（案） 

（資料１－４）③中央区精神障害者保健福祉に関する実態調査票（案） 

（資料１－５）④中央区子どもの育ちや発達の相談に関する実態調査票（案） 

（資料１－６）⑤中央区障害福祉サービス事業所調査概要・調査票（案） 
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【質疑・意見等】 

●子供さんが直接書くところをつくったのは非常にいいと思うが、足りなかったら別紙に記

載してもらうか、もう少し枠を大きくした方が子どもが書きやすいと思う。 

 →ご指摘の通り、お子様の特性によっては、大きく独立した形で記入するというほうがふ 

さわしいのかなと思っている。どういう形でやれるか、事務局でもう一度精査して対応 

したいと考えている。 

●たすけあい名簿に関する質問が削除されているが、障害者の登録が進まなくなってしまう 

可能性はないのか。 

→たすけあい名簿は高齢者福祉課の事業として、障害者を含めた登録状況は把握してい 

るので、実態調査での確認を行わなくても問題ないと考えている。 

●回答率の向上と対象者の負担軽減の視点で削除項目があるのは賛成。オープンクエスチョ

ンで、いかに今の制度にないサービスがどう必要とされているか等、引き出せると良いか

と思うので、オープンで答えられる枠がもっとあると良いと思う。 

●事業所調査は、メールでフォームを送付して回答するような形か。 

→お見込のとおり。 

●区内に所在する障害福祉サービス事業所が対象となっているが、区外事業所に対しては実 

施しないのか。 

→区内でリソースは限られており、区外事業者さんの意向も重要と認識している。区外事

業所についてどの程度含められるか検討する。 

●事業所調査票８ページの「就労選択支援に取り組む予定はありますか」という質問に関連 

して、各事業所の考えだけでなく中央区としてどう取り組むかを考えていただけるといい 

と思う。 

●レインボーハウスの利用者でも平均年齢が50代と高くなっていることもあり、サービス 

部会でも話題になっているのが、事業所調査票11ページの問17「介護保険サービスへの 

移行」なので、こちらに意見を入れられるような形で進めていけるとよいと思う。 

 

  (2)「第２５回夏季デフリンピック競技大会 東京２０２５」開催を契機とした 

手話に関する普及啓発の取組について 

（岸障害者福祉課長より説明） 

【質疑・意見等】 

●新たに作成したパンフレットは操作していくといろいろなものが目に入ってくるので、 

なかなか面白いアイデアだと思う。こういうものをちょっときっかけに、いろいろ聴覚 

障害のことについて御理解いただけるような形で進めていけると良いと思う。 

 

(3)その他 

（岸障害者福祉課長より説明） 

・意見がある場合は意見票の提出をお願いする。 

・次回の第８期第５回は７月８日を予定している。 

以上 


